平成２４年１０月１６日

　関係事業者　様
神奈川県保健福祉局
福祉・次世代育成部障害サービス課長　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（公　印　省　略）
平成２４年度障害者自立支援基盤整備事業（その他障害福祉サービスの基盤

整備に資する増改築工事）に係る事前協議について（通知）
　このことにつきまして、平成２４年度事業実施を予定している法人におきましては事前協議を行いますので、次のとおり協議申請書等を提出くださいますようお願いいたします。

１　提出期限　平成２４年１０月３１日（水）

２　提出書類

（1） 様式１「平成２４年度障害者自立支援基盤整備事業（その他障害福祉サービスの　基盤整備に資する増改築工事）に係る事前協議について」
（2） 様式２「障害者自立支援基盤整備事業事前協議書（その他障害福祉サービスの基　　　　盤整備に資する増改築工事）」

（3） 添付書類

３　留意事項

（1） 様式２については、増改修を行う施設ごとに提出してください。

（2） 事前協議において認められた内容を変更する場合は、再協議（内示をいったん取り消します）となりますのでご注意ください。
（3） 協議後、事業申請書を提出する際には、所在地の市町村長からの意見書の提出が必要になりますので、事前に市町村との調整をお願いします。
（4） 土地等が自己所有でない施設については、協議後、事業申請書を提出する際に、

賃貸借契約書の写し及び貸主の同意書が必要になります。
（５）　その他の留意事項については別紙をご覧ください。


問い合わせ先

施設福祉グループ　畠中

電  話045-210-4724（直）

ﾌｧｸｼﾐﾘ045-201-2051

１　事業概要

（１）補助対象

　　　　本補助金は、新体系事業を円滑に実施する上で必要となる改修工事や増築工事等を行い、平成２５年２月末までに事業が完了する場合に補助対象となります。
（２）補助基準額

　　　　2,000万円以内(申請が予算額を上回る場合には、調整させていただく場合がありますので、ご了承ください。
※事前協議及び交付申請時の概算見積分の設計料は対象となりません。
（３）補助率

　　　　10/10

２　障害者自立支援基盤整備事業事前協議方針
Ⅰ　協議の前提条件
(1) 障害福祉計画との整合性
当該事業が、所在市町（関係市町）が定める「障害福祉計画」の内容と整合しており、かつその旨の当該市町長の意見書が添付できること。
(2) 整備内容の熟度
増築・改修にかかる概算設計見積りを完了していること。

(3) 事業実施の確実性
整備にかかる対象施設または土地が賃借物件の場合、賃借権または地上権の設定登記（登記が困難な場合は、最低１０年間の長期賃貸借契約）を行う旨の確約書が提出できること。
また、資金計画については、当該補助金以外に自己資金が必要な場合、法人の会計において必要となる資金の積立て等により現に保有していること。

Ⅱ．優先採択事業
前項(1)～(4)の条件を満たす事業のうち、以下の基本方針に基づく整備事業について優先的に採択する。

３．その他

　・ 備品購入については対象となりません。改修や増築などの建物の工事費及び設計監理料が対象となります。※設計監理料は工事費の2.6％まで

· 建物に分類されない、外構工事（敷地整備、門扉工事、駐車場整備など）は対象外です。

· 利用者の生活環境の向上など、利用者に対し事業効果があるものに限ります。そのため、職員室の整備は対象となりません。

· 交付決定前に契約や着手した設計料、工事費については対象となりません。

· 補助対象施設については、旧法施設から新法施設に移行した施設が対象となります。詳細についてはお問い合わせください。

様式１
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神奈川県保健福祉局
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所在地
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平成２４年度障害者自立支援基盤整備事業（その他障害福祉サー

ビスの基盤整備に資する増改築工事）に係る事前協議について（提出）

　このことについて、次のとおり提出します。

· 提出書類

· 障害者自立支援基盤整備事業事前協議書（様式２）

· 位置図（所在地のわかるもの）

· 配置図（建物のどの部分かわかるもの）

· 平面図（改修前後、工事箇所を明示してください）

· 概算見積書の写し（２者以上）
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基本方針具体的事業等


① 重度障害者への支援を充実させるもの


② 障害福祉計画の趣旨に合致した取組みを行っている場合（通所定員増など）


③ 法人種別の中では、従来から事業を実施している法人（社会福祉法人等）を優先。


④ 過去に基盤整備事業の補助を受けていない法人を優先。








